
ＮＰＯ法人の所轄庁について

原則として、主たる事務所が所在する都道府県の知事が、所轄庁です。
ただし、事務所が１つの指定都市内のみに所在する場合は、当該指定都市の長が、所

轄庁です。
また、複数の都道府県に事務所が所在する場合は、主たる事務所が所在する都道府県

の知事が、所轄庁です(下記図を御参照ください)。

主たる事務所：阿蘇市○○

所轄庁：熊本県知事

所轄庁：熊本県知事

主たる事務所：熊本市○○

所轄庁：熊本市長

主たる事務所：熊本市○○
従たる事務所：阿蘇市○○

所轄庁：熊本市長

主たる事務所：熊本市○○
従たる事務所：熊本市○○

所轄庁：熊本県知事

主たる事務所：熊本市○○
従たる事務所：福岡市○○

所轄庁：福岡県知事

主たる事務所：福岡市○○
従たる事務所：熊本市○○


